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特別利益（受取補償金）計上のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「玄品」営業店舗１店舗の賃貸契約解除を決議し、2023 年

２月28日付けで損失補償契約書を締結することに伴い2023年３月期第４四半期連結会計期間（2023

年１月１日～2023 年３月 31 日）において、下記のとおり特別利益（受取補償金）を計上する予定と

なりましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別利益（受取補償金）の計上の内容 

 当社は、第一種市街地再開発事業により、とらふぐ料理店「玄品」の営業店舗の撤退を残念なが

らすることとなり、それに伴い都市再開発法第 97 条第１項に規定する物件等の明け渡しに伴う損

失補償金を受取り、2023 年３月期第４四半期連結会計期間において 129 百万円を「受取補償金」

として特別利益に計上する予定です。 

 なお、撤退準備のため店舗の営業は 2023 年２月 19 日をもって終了しております。 

 

２．日程 

 取締役会決議日   2023 年２月 28 日（火） 

 物件引渡期日    2023 年２月 28 日（火） 

 

３．業績に与える影響 

上記の特別利益につきましては、2023 年３月期第４四半期会計期間に特別利益として計上する

予定です。また、2023 年３月期通期業績予想も含めまして、本件による受取補償金以外の当社の

業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、判明次第速やかに開示いたします。 

 

以上 


